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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アデニウム・オベスムの抽出物を含み、皮膚バリアの強化及び／又は真皮－表皮接合部
の接着の補強に寄与する化粧活性剤であって、アデニウム・オベスムの抽出物が、水、Ｃ
１～Ｃ４アルコール及びこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種の溶媒
で抽出することによって得られる、化粧活性剤。
【請求項２】
　アデニウム・オベスムの抽出物が、植物全体、葉、茎、花、又は根の抽出物から選択さ
れる、請求項１に記載の活性剤。
【請求項３】
　アデニウム・オベスムの抽出物が、植物全体の細胞、又はアデニウム・オベスムの葉の
細胞を、植物細胞培地中で培養することによって得られる、請求項１又は２に記載の活性
剤。
【請求項４】
　前記アルコールがエタノールである、請求項３に記載の活性剤。
【請求項５】
　得られたアデニウム・オベスムの抽出物を、続いて凍結乾燥又は噴霧して、粉末の形に
する、請求項１～４のいずれか一項に記載の活性剤。
【請求項６】
　粉末が、溶媒又は溶媒の混合物中に分散又は溶解している、請求項５に記載の活性剤。
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【請求項７】
　得られたアデニウム・オベスムの抽出物を、多孔質又は非多孔質のナイロン粉末、及び
雲母からなる群から選択される支持体に吸着させる、請求項５に記載の活性剤。
【請求項８】
　支持体に吸着させたアデニウム・オベスムの抽出物が、水性抽出物である、請求項７に
記載の活性剤。
【請求項９】
　０．００１重量％～５重量％の請求項１～８のいずれか一項に記載の前記化粧活性剤を
含むことを特徴とし、皮膚バリアを強化し、真皮－表皮接合部の接着を補強し、皮膚老化
の影響を防止若しくは遅延させ、しわの形成を防止若しくは遅延させ、保護、修正、再構
築、水分補給、若しくは保湿効果をもたらすためのケアから選択される美容ケアのための
化粧品組成物。
【請求項１０】
　０．０１重量％～１重量％の請求項１～８のいずれか一項に記載の前記化粧活性剤を含
むことを特徴とする、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　サポニン又はサポゲノール；大豆のサポニン又はサポゲノール、ウマゴヤシのサポニン
又はサポゲノール、サンシチニンジンのサポニン又はサポゲノール、ジンセノサイドサポ
ニン、ジンセノサイドＲｂ１及びＲｄからなる群から選択される化粧活性剤をさらに含む
ことを特徴とする、請求項９又は１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　ヨーロッパグリの抽出物、アジュガツルケスタニカの抽出物、セラミド、遊離脂肪酸、
ステロール、エクジステロン、グルコン酸カルシウム、Ｄ－キシロース、Ｌ－セリン又は
ピロリドンカルボン酸及びその化粧品として許容できる塩からなる群から選択される１種
又は複数の化粧活性剤をさらに含むことを特徴とする、請求項９～１１のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項１３】
　コハクのグリコール抽出物、コハク酸、リンゴ酸、サリチル酸、ゲンチジン酸、トコフ
ェロールゲンチサート、エクトイン及び／又はそのヒドロキシ誘導体、マンニトール、ホ
ルスコリン、尿素、サルコシン、トリメチルグリシン、クレアチン、グルタチオン、ＵＶ
Ａ及び／又はＵＶＢフィルター、フリーラジカル捕捉剤；ワレモコウの抽出物、トコフェ
ロールホスファート；クシェノールＢ、アルブチン、コウジ酸、及びカルシウムパントテ
ノスルホナートから選択される顔色を明るくする物質；甘草の抽出物、ユリの抽出物；ア
スコルビン酸又はエリソルビン酸の誘導体からなる群から選択される１種又は複数の活性
剤をさらに含むことを特徴とする、請求項９～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記フリーラジカル捕捉剤が、トコフェロール、リスベラトロール、リスベラトロール
オリゴマー、アストリンギニン、トコトリエノールから選択されることを特徴とする、請
求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　顔又は体の皮膚の全部又は一部に適用するのに適した、セラム、ローション、乳濁液、
リッチクリーム、着色クリーム、ヒドロゲル、マスク、スティック、及び口紅から選択さ
れる形であることを特徴とする、請求項９～１４のいずれか一項に記載の組成物。
 
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な発明】
【０００１】
　本発明は、アデニウム・オベスム（Ａｄｅｎｉｕｍ　ｏｂｅｓｕｍ）の抽出物を含む化
粧品組成物、この植物の抽出物の化粧品分野における新規な使用、特に皮膚バリアの強化
、及び／又は真皮－表皮接合部の補強のためのその使用、並びにその適用を含む美容ケア
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方法に関する。
【０００２】
　皮膚は、我々の体を保護する最外層である。
　皮膚の最浅層をなす角層及び表皮は、それらに働く力及び機械的ストレスに対する抵抗
性を示さなければならず、水の蒸発に対する抵抗性も示さなければならない。
【０００３】
　例えば、表皮のような上皮細胞の細胞間結合は、その超微細構造と機能に従って２つの
グループに分類することができる。
　－　細胞同士の機械的付着を可能にし、且つ密封系の機械的固体性を補強する接着又は
固定結合、別名「デスモソーム」；
　－　表皮によって構成された重層上皮の透過性を制限することができ、且つ２つの細胞
コンパートメント間の水封をもたらす密着結合、別名「閉鎖結合」。
【０００４】
　デスモソームは、２つの細胞（角化細胞又は角質細胞）間におけるケラチンの結合部位
であり、したがって角化細胞同士の接着、角化細胞と層の角質細胞との接着、及び角質細
胞同士の接着を補強する。
【０００５】
　これらの接着又は固定結合は、ある細胞の細胞骨格の要素と別の細胞のものを組み合わ
せることによって、細胞群が固体構造単位として作用することを可能にする。
【０００６】
　角化細胞及び角質細胞内のケラチンのフィラメントは、その細胞質の構造の枠組みを形
成し、横力及び垂直力、並びにこれらの細胞が受ける機械的ストレスに対する抵抗性をも
たらす。
【０００７】
　さらに詳細については、Ａ．Ｈ．Ｍ．Ｓｈａｂａｎａら、Ｂｉｏｌｏｇｉｅ　ｉｎｆｅ
ｃｔｉｏｌｏｇｉｅ　１９９７年、ＩＩＩ巻、１号の文献を参照することができる。
【０００８】
　デスモソームは、分子量１６０ｋＤａの糖タンパク質であるデスモグレインと、ケラチ
ンフィラメントを固定する分子量２８５ｋＤａのデスモプラキンの２種類の主要なタンパ
ク質を含む複合体構造である。
【０００９】
　したがって、デスモソームは、表皮の細胞が受ける力に対する抵抗性のこれらのメカニ
ズムにおいて、及び皮膚の乾燥の原因となり、且つ皮膚の老化につれて加速する現象であ
る細胞内水の蒸発の防止において本質的な役割を果たす。
〔従来技術〕
【００１０】
　特開２００１２８８１１３号公報（ライオン株式会社（ＬＩＯＮ　ＣＯＲＰ））には、
皮膚の乾燥又はしわの形成などの皮膚老化の影響に対する予防効果又は有益な効果を得る
目的で、デスモソームの構成タンパク質であるデスモグレイン、デスモコリン、又はデス
モプラキンの発現を可能にする物質を含む化粧品組成物が開示されている。
【００１１】
　仏国特許第２８０３５２３号明細書（ＴＥＸＩＮＦＩＮＥ　ＳＡ）は、サイトケラチン
１及び１０の合成を増幅し、デスモソームタンパク質を増加させて、角化細胞の成熟を引
き起こすアミジグサ目（Ｄｉｃｔｙｏｔａｌｅｓ）のファミリーからの藻類抽出物、より
特定すればパディナパボニカ（Ｐａｄｉｎａ　ｐａｖｏｎｉｃａ）の抽出物に基づく化粧
品組成物に関する。
【００１２】
　それにもかかわらず、本出願人は、まったく予想外なことにアデニウム・オベスムの抽
出物の使用によって、ヒト皮膚表皮の細胞のデスモソームの構成タンパク質、別名デスモ
ソームタンパク質の発現を刺激することが可能であるということを見出したという利点を
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有する。
【００１３】
　アデニウム・オベスム、別名「砂漠のバラ」は、イエメンを原産とするキョウチクトウ
科（Ａｐｏｃｙｎａｃｅａｅ）のファミリーに属する植物であり、鑑賞用熱帯植物として
栽培されている。
【００１４】
　先行の研究では、アデニウム・オベスムの異なる部分から抽出された成分、及びその可
能な酸化防止性又は細胞毒性薬理活性を同定することが試みられた（Ｈｏｆｆｍａｎ、Ｊ
．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．、６６巻（９号）、１３３６～３８頁（１９７７年）、又はＰａ
ｌｅら、Ｃｏｍｐｔｅｓ－ｒｅｎｄｕｓ　Ｃｈｉｍｉｅ　７巻（１０～１１号）、９７３
～８０頁を参照のこと）。
【００１５】
　さらに、国際公開第９６／１１０１５号パンフレットには、経口経路による吸収のため
のホメオパシー保湿組成物が開示されている。
【００１６】
　これは、保湿効果が内部における水及びイオンの通過の改善又は促進を目標としている
からである。この文献には、化粧品への応用又は皮膚への効果は何ら開示も教示もされて
いない。賦形剤については何ら記載されていない。
【００１７】
　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｔｈｎｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、１～４頁（ＩＳＳＮ　０
３７８－８７４１）で公表されたＡｄａｍｕらのＸＰ００４８５２８６４として要約され
た文献は、様々な疾患の治療において局所的に使用されている薬用植物の研究を対象にし
ている。化粧品用途は、記載も、さらには想定もされていない。
【００１８】
　２００４年１０月にＣｏｍｐｔｅ－ｒｅｎｄｕ　Ｃｈｉｍｉｅ、Ｅｄｉｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｑｕｅｓ　ｅｔ　Ｍｅｄｉｃａｌｅｓ　Ｅｌｓｅｖｉｅｒ、９７３～９
８０頁（ＩＳＳＮ　１６３１－０７４８）で公表された「Ｃａｒａｃｔｅｒｉｓａｔｉｏ
ｎ　ｄｅｓ　ｍｅｓｕｒｅｓ　ａｎｔｉ－ｒａｄｉｃａｌａｉｒｅｓ　ｄ’ａｎｔｈｏｃ
ｙａｎｅｓ　ｄｅ　ｐｌａｎｔｅｓ　ｄｕ　Ｂｕｒｋｉｎａ－Ｆａｓｏ（ブルキナファソ
の植物アントシアニン類のフリーラジカル捕捉剤測定のキャラクタリゼーション）」とい
うタイトルのＰＡＬＥ　Ｅらの文献には、アデニウム・オベスムの花を含めて様々な植物
のフリーラジカル捕捉剤活性の測定が含まれている。
【００１９】
　しかし、ラムノシルの存在が有名である植物アデニウム・オベスムの抽出物のフリーラ
ジカル捕捉剤活性は弱いようである。したがって、当業者にとって、この植物の抽出物の
フリーラジカル捕捉剤活性は重要ではない。この文献では、化粧品用途は何ら想定されて
いない。
【００２０】
　したがって、現在までに公表された研究はいずれも、アデニウム・オベスムの抽出物の
可能な化粧品特性、より特定すれば表皮のデスモソームタンパク質に及ぼすその刺激効果
に興味を示さなかった。
【００２１】
　本出願人は、アデニウム・オベスムの抽出物が、表皮及び角層を形成する細胞の細胞間
結合部に存在するデスモソームのタンパク質の発現を刺激すること、より特定すれば角化
細胞間又は角質細胞間接着に関与するデスモグレイン、より特定すれば表皮のデスモソー
ム結合を構成するタンパク質のうちの２種類であるデスモグレイン１又はデスモプラキン
の発現の刺激を可能にすることを実証した。
【００２２】
　この種類の刺激によって、これらの接着結合の有効性が増大し、したがってこれらの細
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胞層が受けるストレスに対する抵抗性を改善し、細胞内水の蒸発を制限することが可能に
なる。
【００２３】
　したがって、皮膚バリアの強化は、主にこれら２つの生理現象に起因するものであり、
第１に、角層及び表皮の細胞が受けるストレスに対する抵抗性の改善、第２に、細胞内水
の蒸発に対する抵抗性の増大である。
【００２４】
　本出願人は、同じアデニウム・オベスムの抽出物によって、表皮の基底部、より特定す
れば真皮－表皮接合部（ＤＥＪ）でヘミデスモソーム及びデスモソームの構成タンパク質
の発現の刺激が可能になることも実証した。
【００２５】
　したがって、このような刺激によって、細胞コンパートメント間、特に角層（角質層）
と生体表皮の間又は表皮と真皮の間の接着を補強すること、言い換えれば真皮－表皮接合
部の補強が可能になる。
〔発明の目的〕
【００２６】
　本発明の主目的は、皮膚バリアを補強する際に良好な活性を有し、また皮膚老化の影響
を予防又は遅延させることも、或いは実質的な又は改善された保湿又は水分補給効果をも
たらすこともできる新規な化粧剤又は新規な化粧品組成物を提供することである。
【００２７】
　本発明の別の目的は、特に単純で比較的安価であり、工業規模及び化粧品規模で使用す
ることができる溶液によって技術的問題を解決することである。
〔発明の説明〕
【００２８】
　したがって、本発明は、活性剤としてアデニウム・オベスムの抽出物、及び少なくとも
１種の化粧品として許容できる賦形剤を含む化粧品組成物を提供する。
【００２９】
　また、前記活性剤が皮膚バリアの強化及び／又は真皮－表皮接合部の接着の補強の役に
立つ化粧品組成物も提供する。
【００３０】
　本発明による化粧品組成物は、所望の効果を得るための有効量のアデニウム・オベスム
の抽出物を含む。
【００３１】
　したがって、本発明による組成物は、優先的に０．００１重量％～５重量％、好ましく
は０．０１重量％～１重量％のアデニウム・オベスムの抽出物を含む。
【００３２】
　抽出物は、植物全体、又は例えば葉、茎、花、若しくは根などこの植物の部分から得る
ことができる。
【００３３】
　前記抽出物は、植物全体又は植物の部分の細胞、より特定すればアデニウム・オベスム
の葉の細胞を、当業者に知られている植物細胞培地中で栽培することによって得ることも
できる。
【００３４】
　アデニウム・オベスムの抽出物は、前記植物の少なくとも部分を水、Ｃ１～Ｃ４アルコ
ール、例えばエタノール、並びに好ましくはブチレングリコール及びプロピレングリコー
ルから選択されるグリコールからなる群から有利に選択される少なくとも１種の溶媒で抽
出することによって得ることが可能である。
【００３５】
　続いて、抽出によって得られたアデニウム・オベスムの抽出物は、場合によっては凍結
乾燥又は噴霧して、粉末の形とすることができる。
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【００３６】
　粉末は、本発明による化粧品組成物中に存在しているように使用してもよく、又は溶媒
若しくは溶媒の混合物中に再分散させてもよい。
【００３７】
　粉末の形の抽出物を再分散させている溶媒又は溶媒の混合物は、抽出に使用したものと
同一でも異なってもよい。
【００３８】
　アデニウム・オベスムの抽出物は、口紅又は保湿ファンデーションなどのメーキャップ
組成物にそれを組み込む目的で、例えば多孔質若しくは非多孔質ナイロン粉末、及び雲母
又は任意の層状鉱物物質からなる群から選択される支持体に吸着させてもよい。
【００３９】
　この場合、アデニウム・オベスムの抽出物は、好ましくは水性抽出物である。
【００４０】
　まったく予想外なことに、本発明の抽出物は、皮膚バリアの補強及び真皮－表皮接合部
の接着の改善に役立つような活性を示すことが判明した。
【００４１】
　結果は、皮膚の保湿の改善、及び老化防止効果である。
【００４２】
　したがって、魅力的な皮膚、柔らかい皮膚、又は「きめ（ｇｒａｉｎ）」のより細かい
皮膚を得ることが可能である。
【００４３】
　本発明の発明者らによって実施された試験は、アデニウム・オベスムの抽出物と、アデ
ニウム・オベスムの抽出物と同様及び／又はそれに相補的である美容効果を有する他の活
性物とを組み合わせて、前記抽出物の特性を化粧品組成物で得る又は改善できることも示
した。
【００４４】
　アデニウム・オベスムの抽出物の第１に有利な組合せは、サポニン又はサポゲノールを
用いて行われる。これらのサポニン又はサポゲノールは、様々な植物から極性溶媒、特に
アルコール又は水／アルコール混合物で抽出することによって得ることができる。具体的
なサポニンは、大豆、又は植物ウマゴヤシ（Ｍｅｄｉｃａｇｏ）若しくはアルファルファ
から抽出されたものである。特に有利なサポニンは、植物サンシチニンジン（Ｐａｎａｘ
　ｎｏｔｏｇｉｎｓｅｎｇ）から抽出によって得られたもの、より特定すればジンセノサ
イド型サポニンの形のものである。
【００４５】
　本出願人の先の文献である国際公開第９９／０７３３８号パンフレットには、サンシチ
ニンジン（Ｐａｎａｘｎｏｔｏｇｉｎｓｅｎｇ）から抽出され、より特定すればジンセノ
サイド型のサポニン、例えばジンセノサイドサポニンＧＲｂ１；又はＧＲｇ１；又はＧＲ
ｄ；又はＧＲ１；又はＧＲｅ、及びそれらの混合物が、皮膚線維芽細胞によるエラスチン
の合成を刺激する際にどのように特に有効であるかが記載されている。これによって、皮
膚の弾力性、張り、又は引締りの喪失を予防又は修正するための化粧活性剤としてそれら
を使用することが可能になる。
【００４６】
　サンシチニンジンのサポニンの使用及びその抽出条件に関する他の情報を得るために、
当業者は、前記文献の国際公開第９９／０７３３８号パンフレットを参照することができ
る。
【００４７】
　大豆サポニンに関して、米国特許第６，１４９，１４８号（Ｂ１）として公開されたＰ
ａｒｆｕｍｓ　Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｄｉｏｒの特許出願に記載されており、これには、
化粧品において使用して、コラーゲンＩＶの合成を改善するサポニン又はサポゲノールが
記載されている。当業者は、これらのサポニン及びサポゲノールの抽出条件、並びに真皮
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－表皮接合を改善するための化粧品においてそれらを使用する条件を見出すために、その
文献を参照することができるであろう。
【００４８】
　上記のサポニン又はサポゲノールは、その由来にかかわりなく、より特定すれば植物抽
出物の形で、化粧品組成物中、組成物の全重量に対して０．００１重量％～５重量％の濃
度、好ましくはそれらを含む組成物の全重量に対して０．０１％～０．１％の濃度で、局
所経路により使用される。
【００４９】
　皮膚バリアを強化するのに好ましい組合せを、ヨーロッパグリ（Ｃａｓｔａｎｅａ　ｓ
ａｔｉｖａ）の抽出物、アジュガツルケスタニカ（Ａｊｕｇａ　ｔｕｒｋｅｓｔａｎｉｃ
ａ）の抽出物、セラミドの混合物、遊離脂肪酸の混合物、及びステロールの混合物、エク
ジステロン、グルコン酸カルシウム、Ｄ－キシロース、Ｌ－セリン、又はピロリドンカル
ボン酸及び例えばカルシウム塩などその化粧品として許容できる塩からなる群から選択さ
れる１種又は複数の活性剤と共に使用する。
【００５０】
　単独のアデニウム・オベスムの抽出物又は皮膚バリアを強化する際に役割を果たす他の
活性剤と組み合わせたアデニウム・オベスムの抽出物は、有利にコハクのグリコール抽出
物、コハク酸、リンゴ酸、サリチル酸、ゲンチシン酸、トコフェロールゲンチサート（ｔ
ｏｃｏｐｈｅｒｏｌ　ｇｅｎｔｉｓａｔｅ）、エクトイン及び／又はそのヒドロキシ誘導
体、マンニトール、ホルスコリン、尿素、サルコシン、トリメチルグリシン、クレアチン
、グルタチオン、ＵＶＡ及び／又はＵＶＢフィルター；トコフェロール、リスベラトロー
ル、そのモノマー又はオリゴマー、アストリンギニン、トコトリエノール、又はワレモコ
ウ（Ｓａｎｇｕｉｓｏｒｂａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）の抽出物などのフリーラジカル
捕捉剤、トコフェロールホスファートなど鎮静薬である物質、並びにクシェノールＢ、ア
ルブチン、コウジ酸、カルシウムパントテノスルホナート、甘草（ｌｉｑｕｏｒｉｃｅ）
の抽出物、ユリの抽出物、或いはアスコルビン酸又はエリソルビン酸の誘導体など顔色を
明るくし及び／又は色素性皮膚障害を調節する物質からなる群から選択される１種又は複
数の活性剤と組み合わせることもできる。
【００５１】
　アデニウム・オベスムの抽出物に関して、前記化粧品組成物は少なくとも１種の化粧品
として許容できる賦形剤を含み、これは、顔料、染料、ポリマー、界面活性剤、レオロジ
ー剤、香料、電解質、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、保存剤、及びそれらの混合物からなる群
から選択することができる。
【００５２】
　本発明による化粧品組成物は、顔又は体の皮膚の全部又は一部に適用するためのもので
ある。
【００５３】
　本発明による化粧品組成物は、例えばセラム、ローション、乳濁液、リッチクリーム、
着色クリーム、又はヒドロゲル、好ましくはマスクとすることができ、或いは、スティッ
クの形、例えば口紅とすることができる。
【００５４】
　組成物は、皮膚老化の影響を防止又は遅延する際に特に所望の効果を示し、より特定す
れば前記化粧品組成物を顔又は体の皮膚に適用すると、保護、修正、再構成、保湿、又は
水分補給効果を得ることが可能になる。
【００５５】
　本発明は、他の主題事項、より特定すれば化粧品分野におけるこれらの抽出物の使用も
提供する。
【００５６】
　したがって、第２の態様によれば、本発明はさらに、化粧剤としてのアデニウム・オベ
スムの抽出物の使用、或いは皮膚バリアを強化し、真皮－表皮接合部の接着を補強し、皮
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膚老化の影響、より特定すればしわの形成を防止若しくは遅延させ、又は保護、修正、再
構築、水分補給、若しくは保湿効果をもたらすよう意図されている化粧品組成物の調製を
提供する。
【００５７】
　第３の態様によれば、本発明は、皮膚バリアを強化し、真皮－表皮接合部の接着を補強
し、皮膚老化の影響、より特定すればしわの形成を防止若しくは遅延させ、皮膚に対する
保護、修正、再構築、水分補給、若しくは保湿効果をもたらし、又は皮膚の弱点に対処す
るよう意図されている美容ケア方法であって、上記に定義し又は以下の説明に記載するア
デニウム・オベスムの抽出物を含む化粧品組成物を皮膚の少なくとも１つの患部に適用す
ることを含むことを特徴とする方法を提供する。
【００５８】
　本発明の実施形態は、より特定すれば本発明の第２と第３の態様のそれぞれについて、
第１の態様の実施形態の結果として生じる。
【００５９】
　本発明の他の目的、特徴、及び利点は、抽出物の調製のいくつかの実施例、及びこのよ
うな抽出物を使用する化粧品組成物の実施例を参照することにより、次に記載されている
解説的な説明を読めば明らかになる。実施例は、純粋に例示として記載され、したがって
本発明の範囲を決して限定するものではない。実施例では、別段の示唆のない限り、百分
率はすべて、重量により記載され、温度は℃であり、圧力は大気圧である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】実施例１で得られたアデニウム・オベスムの凍結乾燥抽出物に基づいて実施例４
の試験で得られた結果を示すグラフであり、横軸に、アデニウム・オベスムの抽出物のＤ
ＭＳＯ溶液の濃度（単位：試験溶液の重量／体積％（％（ｗ／ｖ）））、縦軸に、対照に
対して百分率として表したデスモグレイン１の発現を示す。一方、濃度０．０２％（ｗ／
ｖ）の実施例１の本発明のアデニウム・オベスムの抽出物、及び０．０４％（ｗ／ｖ）の
同じ抽出物の結果を、ヒストグラムの形で表す。
【図２】同様の結果を示すグラフであるが、今回は、同じ濃度０．０２％及び０．０４％
（ｗ／ｖ）の実施例１のアデニウム・オベスムの抽出物について、タンパク質デスモプラ
キンの発現に関する。
【実施例】
【００６１】
　〔発明の実施例〕
　実施例１－アデニウム・オベスムの葉からの抽出物の調製
　当業者によく知られている通常の植物細胞培地を用いて、アデニウム・オベスムの葉か
らの細胞をバイオテクノロジーで培養して、何週間か後に、カルス（Ｃａｌｌｉ）と呼ば
れる未分化細胞凝集塊を得る。
　当業者が通常使用するこのような植物細胞培地の例は、以下の論文に記載されている。
　Ｅ．Ｆ．Ｇｅｏｒｇｅｓ、Ｄ．Ｊ．Ｐｕｔｔｏｃｋ及びＪ．Ｇ．Ｈｅａｔｈｅｒ、（１
９８７年）Ｐｌａｎｔ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉａ、（１巻、Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ
ｓ　ａｎｄ　ｕｓｅｓ）、Ｅｘｅｇｅｔｉｃｓ　Ｌｔｄ．。
　Ｄｏｄｄｓ　Ｊ．Ｈ．、Ｒｏｂｅｒｔｓ　Ｌ．Ｗ．（１９８２年）。Ｅｘｐｅｒｉｍｅ
ｎｔｓ　ｉｎ　Ｐｌａｎｔ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎ
ｉｖ．Ｐｒｅｓｓ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、１７８頁。
　Ｅｖａｎｓ　Ｄ．Ａ．、Ｓｈａｒｐ　Ｗ．Ｒ．、Ａｍｍｉｒａｔｏ　Ｐ．Ｖ．、Ｙａｍ
ａｄａ　Ｙ．（１９８４年）。Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌ
ｔｕｒｅ．Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｂｒｅｅ
ｄｉｎｇ．Ｍａｃｍｉｌｌａｎ　Ｐｕｂｌ．Ｃｏ．、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、９７０頁、１～
６巻。
　Ｒｅｉｎｅｒｔ　Ｊ．、Ｙｅｏｍａｎ　Ｍ．Ｍ．（１９８２年）。Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌ
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ｌ　ａｎｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ、Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ
、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ、Ｂｅｒｌｉｎ、Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ、Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ、８３頁。
　Ｓａｌａ　Ｆ．、Ｐａｒｉｓｉ　Ｂ．、Ｃｅｌｌａ　Ｒ．、Ｃｉｆｆｅｒｉ　Ｏ．（１
９８０年）。Ｐｌａｎｔ　ｃｅｌｌ　ｃｕｌｔｕｒｅｓ．Ｅｌｓｅｖｉｅｒ／Ｎｏｒｔｈ
　Ｈｏｌｌａｎｄ、Ａｍｓｔｅｒｄａｍ。
　Ｓｈａｒｐ　Ｗ．Ｒ．、Ｌａｒｓｅｎ　Ｐ．Ｏ．、Ｐａｄｄｏｃｋ　Ｅ．Ｆ．、Ｒａｇ
ｈａｖａｎ　Ｖ．（１９７９年）。Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　ａｎｄ　ｔｉｓｓｕｅ　ｃｕ
ｌｔｕｒｅ、Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ、Ｏｈｉｏ　Ｓ
ｔａｔｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｃｏｌｕｍｂｕｓ。
　Ｖａｓｉｌ　Ｉ．（１９８５～１９９１年）。Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｓ
ｏｍａｔｉｃ　Ｃｅｌｌ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ、１～８巻。
　Ｂｈｏｊｗａｎｉ　Ｓ．、Ｒａｚｄａｎ　Ｉ．Ｚ．Ｋ．（１９８３年）。Ｐｌａｎｔ　
ｔｉｓｓｕｅ　ｃｕｌｔｕｒｅ：ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　ｐｒａｃｔｉｃｅ、Ｅｌｓｅｖ
ｉｅｒ、Ａｍｓｔｅｒｄａｍ。
　Ｄｅｂｅｒｇｈ　Ｐ．、Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎ（１９９１年）。Ｍｉｃｒｏｐｒｏｐａ
ｇａｔｉｏｎ、Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ、Ｋｌｕｗｅｒ
、Ｌｏｎｄｏｎ。
　Ｚｙｒｄ　Ｊ．Ｐ．（１９８８年）。Ｃｕｌｔｕｒｅｓ　ｄｅ　ｃｅｌｌｕｌｅｓ、ｔ
ｉｓｓｕｓ　ｅｔ　ｏｒｇａｎｅｓ　ｖｅｇｅｔａｕｘ［Ｐｌａｎｔ　ｏｒｇａｎ，ｔｉ
ｓｓｕｅ　ａｎｄ　ｃｅｌｌ　ｃｕｌｔｕｒｅｓ］。Ｐｒｅｓｓｅｓ　Ｐｏｌｙｔｅｃｈ
ｎｉｑｕｅｓ　Ｒｏｍａｎｄｅｓ、Ｌａｕｓａｎｎｅ。
　これらのカルスは、水、砂糖、鉱物塩、及びビタミンを含む培養液に連続継代培養する
ことによって得られる。
　細胞を何回か慎重に洗浄し、凍結乾燥し、次いで細かく粉砕し、スクリーニングする。
凍結乾燥物は、タンパク質、脂質、グルコース、フルクトース、及びスクロース、ビタミ
ン類（ＰＰ、Ｂ１、Ｂ５、Ｂ６、Ｂ８、Ｂ９）、及び構成要素、より特定すれば膜要素に
富む。
　凍結乾燥物を滅菌水に１０％で再溶解する。
　この凍結乾燥した抽出物を、化粧剤又は化粧品組成物の活性成分であるように、特に実
施例４の試験を実施するために使用してもよい。
【００６２】
　実施例２－アデニウム・オベスムの地上部からの抽出物の調製
　地上部の抽出物を、攪拌しながら、蒸留水及び／又は１０％エタノールで冷却する。植
物／溶媒の比は、１～１０（重量による）。次いで、抽出物を０．４５μｍのフィルター
で濾過し、使用する前に真空下で濃縮又は凍結乾燥する。
　この凍結乾燥した抽出物又は真空下の抽出物を、化粧剤又は化粧品組成物の活性成分で
あるように使用してもよい。
【００６３】
　実施例３－アデニウム・オベスムの挺幹（ｃａｕｄｅｘ）からの抽出物の調製
　アデニウム・オベスムの挺幹を回収し、粉砕し、５時間攪拌しながら１：２０の重量比
で蒸留水を用いて解離によって冷温抽出し、次いで濾過し、凍結乾燥する。
　この凍結乾燥した抽出物又は真空下の抽出物を、化粧剤又は化粧品組成物の活性成分で
あるように使用してもよい。
　一変形は、臨時の媒体、例えばグリコール中に前記抽出物を再分散したものである。
【００６４】
　実施例４－ヒト角化細胞の処理及び表皮のデスモソームタンパク質をコードする遺伝子
の活性のＲＴ－ＰＣＲ（逆転写－ポリメラーゼ連鎖反応）による測定
　正常なヒト角化細胞を、０．２５ｎｇ／ｍｌのＥＧＦ（上皮成長因子；Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ）及び２５μｇ／ｍｌの下垂体抽出物（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を含むＳＦＭ培地
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（無血清培地；Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）中で、湿度飽和雰囲気、３７℃、及び５％のＣＯ

２下に３回繰り返して培養する。
　培養物はコンフルエントの状態まで達し、次いでさらに６日間培養する（ポストコンフ
ルエンス）。
　続いて、実施例１に従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物の溶液を用いて、ジ
メチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）中１０％重量／体積（ｗ／ｖ）で、培養物中０．０２及
び０．０４％（ｗ／ｖ）の最終濃度で２４時間処理する。
　同様に３回繰り返して行われる対照培養物は、同じ量のＤＭＳＯ溶媒で同じ時間処理し
た。
　抽出した後２４時間インキュベーションした終わりに、培養上清を除去し、細胞のカー
ペットを２回ＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎから入手可能）です
すぐ。
　次いで、細胞をトリリエージェント（Ｔｒｉｒｅａｇｅｎｔ）（商標）（Ｓｉｇｍａ）
３００μｌ／培養ウェルの存在下で溶解し、次いでそれからＲＮＡを抽出するために使用
するまで－８０℃で凍結させる。各細胞試料の全ＲＮＡを、Ｓｉｇｍａから供給された通
常のプロトコルに従って抽出する。
　潜在的に混入している微量のＤＮＡを、ＤＮＡ　Ｆｒｅｅ（Ａｍｂｉｏｎ）システムで
処理することによって除去する。
　続いて、全ｍＲＮＡを、オリゴ（ｄＴ）プライマー及び酵素逆転写酵素（Ｇｉｂｃｏか
らのＳｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ　ＩＩ）の存在下で逆転写にかけて、対応する全相補的ＤＮ
Ａ（ｃＤＮＡ）を得る。
　定量ＰＣＲ反応（ポリメラーゼ連鎖反応）は、Ｒｏｃｈｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓからのＬｉｇｈｔｃｙｃｌｅｒシステムを用いて、供給業者が推奨する手順に
従って実施した。
　最終反応混合物の構成は以下の通りである。
　－　ｃＤＮＡ、
　－　研究の異なる標的（デスモグレイン１及びデスモプラキン）の特定のプライマー（
オリゴヌクレオチド）、
　－　酵素ＤＮＡポリメラーゼ（初期のｃＤＮＡ及び特定のプライマーからＤＮＡの連続
的複製物が形成することを可能にする）、蛍光色素ＳＹＢＲ　Ｇｒｅｅｎ　Ｉ（式Ｃ３２

Ｈ３７Ｎ４Ｓの芳香族有機化合物、不斉シアニンの一部分を構成し、二本鎖ＤＮＡ複製に
挿入される）、及び塩化マグネシウムＭｇＣｌ２を含有する反応混合物（Ｒｏｃｈｅ）。
　ハウスキーピング遺伝子（Ｇ３ＰＤＨ）、言い換えれば細胞によって構成的に発現して
いる遺伝子に対応するｍＲＮＡに関する内部細胞チェックを、この方法について通常述べ
られているように、所望のｍＲＮＡの定量化と同時に実施した。このチェックによって、
抽出物の作用の結果生じるはずのない所望のｍＲＮＡの変種からの分離が可能になる。
　タンパク質であるデスモグレイン－１及びデスモプラキンのそれぞれについて得られた
結果を、添付の図１及び２に示す。
　結果は、任意の単位で表され、それによって、対照培養物中のタンパク質のそれぞれに
ついて表された量（図中で「対照」と呼ばれる）は値１００を基準とする。
　下記に示し、図中に示した結果は、３つの試験培養物について測定された発現値の相加
平均に対応し、これは、３つの対照培養物について得られた値の相加平均で表される対照
に対して、それ自体規準化されていることを意味する。
　ＤＭＳＯ中０．０２％（ｗ／ｖ）の濃度のアデニウム・オベスムの抽出物で処理した培
養物：
　　　　　　　　　　　　試験　　　　対照
　　デスモグレイン１　　１１２　　　１００
　　デスモプラキン　　　１１３　　　１００
　ＤＭＳＯ中０．０４％（ｗ／ｖ）の濃度のアデニウム・オベスムの抽出物で処理した培
養物：
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　　　　　　　　　　　　試験　　　　対照
　　デスモグレイン１　　１４３　　　１００
　　デスモプラキン　　　１２０　　　１００
【００６５】
　結論：
　試験したアデニウム・オベスムの抽出物は、デスモソーム結合の主な構成タンパク質で
あるデスモグレイン１とデスモプラキンの両方の発現を刺激する。したがって、本発明に
よるアデニウム・オベスムの抽出物によって、ｍＲＮＡの発現を刺激することが可能にな
り、デスモソームタンパク質の生合成が可能になる。
　したがって、このことから、それらがもたらすデスモソーム結合の改善に基づいて、ア
デニウム・オベスムの抽出物は、皮膚バリアの強化及び／又は真皮－表皮接合部の接着の
補強を可能にすると結論付けることが可能である。
　したがって、これらの抽出物は、皮膚老化の影響を防止又は遅延させ、或いは水分補給
又は保湿効果を得ることを可能にする化粧剤又は活性成分を構成する。
【００６６】
　実施例５－アデニウム・オベスムの抽出物を含む再生保湿セラム
　実施例１～３の１つに従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物を含む再生保湿セ
ラムを調製する。
　処方は以下の通りである（％（組成物の重量に対する乾燥重量で表す））：
　アデニウム・オベスムの抽出物　　　　　０．１５％
　エクジステロン　　　　　　　　　　　　０．０８％
　ヒアルロン酸　　　　　　　　　　　　　０．４％
　酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　０．１％
　グリコール酸　　　　　　　　　　　　　０．１５％
　Ｄ－キシロース　　　　　　　　　　　　０．０５％
　香料、保存剤　　　　　　　　　　　　　０．２％
　ゲル化賦形剤及び水　　　　　　　　　　１００％にするだけの十分量
　アデニウム・オベスムの抽出物を含む再生保湿セラムは、メーキャップが施される前に
適用され、浸透されるべきである。
【００６７】
　実施例６－高保護日中用保湿クリーム
　実施例１～３の１つに従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物を含む高保護日中
用保湿クリームを調製する。
　処方は以下の通りである（％（組成物の重量に対する乾燥重量で表す））：
　アデニウム・オベスムの抽出物　　　　　０．２％
　ヨーロッパグリの抽出物　　　　　　　　１．０％
　ワレモコウのグリコール抽出物　　　　　０．１％
　ヒアルロン酸ナトリウム　　　　　　　　０．４％
　Ｌ－セリン　　　　　　　　　　　　　　０．２％
　テトライソパルミチン酸アスコルビル　　０．０５％
　Ｐａｒｓｏｌ　ＭＣＸ　　　　　　　　　５．０％
　グリセロール　　　　　　　　　　　　　３．０％
　香り付き賦形剤及び水　　　　　　　　　１００％にするだけの十分量
　高保護日中用保湿クリームは午前中に適用されるべきである。
【００６８】
　実施例７－抗シワ性夜用リストラクチャリングクリーム
　実施例１～３の１つに従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物を含む夜用リスト
ラクチャリングクリームを調製する。
　処方は以下の通りである（％（組成物の重量に対する乾燥重量で表す））：
　アデニウム・オベスムの抽出物　　　　　０．２％
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　セラミド３　　　　　　　　　　　　　　０．１％
　ヒアルロン酸　　　　　　　　　　　　　０．４％
　ビタミンＡパルミタート　　　　　　　　０．０５％
　トコトリエノール　　　　　　　　　　　０．０５％
　シアバター　　　　　　　　　　　　　　１．０％
　グリセロール　　　　　　　　　　　　　２．０％
　ツバキ油　　　　　　　　　　　　　　　２．０％
　マデカッソシド　　　　　　　　　　　　０．５％
　賦形剤及び水　　　　　　　　　　　　　１００％にするだけの十分量
　夜用リストラクチャリングクリームは、就寝前の夜に適用されるべきである。これには
、２つの作用がある。これは、皮膚バリアを強化することによって、皮膚の深部まで保湿
し、且つ真皮－表皮接合部の接着を補強することによって、しわの形成に対抗するように
働く。
【００６９】
　実施例８－日中用ライトニング及び保湿ケア製品
　実施例１～３の１つに従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物を含む日中用ライ
トニング及び保湿ケア製品を調製する。
　処方は以下の通りである（％（組成物の重量に対する乾燥重量で表す））：
　アデニウム・オベスムの抽出物　　　　　０．２％
　カルシウムパントテノスルホナート　　　０．１％
　甘草の抽出物　　　　　　　　　　　　　０．５％
　グリセロール　　　　　　　　　　　　　２．０％
　賦形剤及び水　　　　　　　　　　　　　１００％にするだけの十分量
【００７０】
　実施例９－ハイドロゲルマスク
　実施例１～３の１つに従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物を含むハイドロゲ
ルマスクを調製する。
　処方は以下の通りである（％（組成物の重量に対する乾燥重量で表す））：
　アデニウム・オベスムの抽出物　　　　　０．０５％
　グルコン酸カルシウム　　　　　　　　　０．２％
　ヒアルロン酸　　　　　　　　　　　　　０．２％
　賦形剤及び水　　　　　　　　　　　　　１００％にするだけの十分量
【００７１】
　実施例１０－保護用保湿ファンデーション
　実施例１～３の１つに従って得られたアデニウム・オベスムの抽出物を含む保護用保湿
ファンデーションを調製する。
　処方は以下の通りである（％（組成物の重量に対する乾燥重量で表す））：
　アデニウム・オベスムの抽出物　　　　　０．０２％
　吸着剤ナイロン粉末　　　　　　　　　　２．０％
　着色顔料　　　　　　　　　　　　　　　５．０％
　ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　２．０％
　ＵＶフィルター　　　　　　　　　　　　４．０％
　微粒子化二酸化チタン　　　　　　　　　２．０％
　グリセロール　　　　　　　　　　　　　２．０％
　賦形剤　　　　　　　　　　　　　　　　１００％にするだけの十分量
　保湿ファンデーションで使用するため、アデニウム・オベスムの抽出物をナイロン粉末
に予め吸着させる。
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